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地域薬剤師会長 様 
同 薬局部会長 様 
 

長野県薬剤師会 
会長 日野 寛明 

 
 

「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について」の 

一部改正について 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 
東日本大震災の被災者における一部負担金等免除証明書等の取扱いについては、 

令和 5 年 3 月 6日付け 4 長薬発第 1298 号にてお知らせしたところですが、今般、福

島県浪江町の特定復興再生拠点区域について、令和 5 年 3 月 31 日に指定の解除の方

針が示されたことを踏まえ、事務連絡が改正されたとのことです。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知くださ

いますよう、よろしくお願いいたします。 
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